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「独立性に関する指針」の改正について 

2 0 1 9 年 ９ 月 17 日 

日本公認会計士協会 
新 旧 

独立性に関する指針 独立性に関する指針 

平 成 18年 10月 ５ 日 

改訂 平成 20 年３月 26 日 

改正 平成 22 年７月 21 日 

改正 平成 23 年３月 29 日 

改正 平成 26 年４月 16 日 

改正 平成 30 年４月 13 日 

最終改正 20 1 9 年 ９ 月 17 日 

日本公認会計士協会  

平 成 18年 10月 ５ 日 

改訂 平成 20 年３月 26 日 

改正 平成 22 年７月 21 日 

改正 平成 23 年３月 29 日 

改正 平成 26 年４月 16 日 

最終改正 平成 30 年４月 13 日 

 
日本公認会計士協会  

（省 略） （省 略） 
定義 定義 

（省 略） （省 略） 
会員 会員 

会則第５条第１項に定める会員及び同条第２項に定める準会員 会則第４条第２項に定める会員及び同条第３項に定める準会員 
（省 略） （省 略） 

附 則（2019 年９月 17日改正） （新 設） 

本改正は、2019年の定期総会における会則変更の施行の日（2019年10月１日）から適用する。 （新 設） 

（省 略） （省 略） 
 

以  上  


